
 

○長崎県特定公共賃貸住宅条例施行規則 

平成７年３月31日長崎県規則第35号 

改正 

平成８年７月23日規則第56号 

平成９年４月１日規則第16号 

平成10年４月30日規則第30号の２の２ 

平成12年３月31日規則第57号の13 

平成14年３月27日規則第18号 

平成17年８月16日規則第76号 

平成19年10月16日規則第41号 

平成21年３月24日規則第18号 

令和２年３月31日規則第28号 

長崎県特定公共賃貸住宅条例施行規則をここに公布する。 

長崎県特定公共賃貸住宅条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長崎県特定公共賃貸住宅条例（平成７年長崎県条例第25号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（入居者の基準） 

第２条 条例第６条に規定する知事が定める基準は、所得が入居の申込みをした日において15万

8,000円以上48万7,000円以下であることとする。ただし、その所得が15万8,000円に満たないもの

であって当該所得の上昇が見込まれるものについては、この限りでない。 

（入居申込書） 

第３条 条例第７条第１項の規定により特定公共賃貸住宅（以下「住宅」という。）の入居の申込

みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書（様式第１号）を知事に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 住民票の写し 

(２) 所得を証する書類 

(３) その他知事が必要と認める書類 

（入居決定通知） 



 

第４条 条例第７条第２項の規定による通知は、様式第２号による。 

（選定の方法） 

第５条 条例第８条及び第９条の規定による入居者の選定は、公開抽選により行う。 

（入居補欠通知書等） 

第６条 知事は、条例第10条第１項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を特定公共

賃貸住宅入居補欠通知書（様式第３号）により当該申込者に通知する。 

２ 知事は、条例第10条第２項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、特定

公共賃貸住宅入居決定通知書を当該申込者に交付する。 

（請書） 

第７条 条例第11条第１項第１号に規定する請書は、様式第４号による。 

２ 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明するに足りる書類を添付しなけ

ればならない。 

（連帯保証人） 

第８条 条例第11条第１項第１号に規定する連帯保証人は、入居決定者の親族１人とする。ただし、

知事が特に認める場合は、この限りでない。 

（連帯保証人の変更及び異動の届出） 

第９条 入居者が、請書を提出した後、当該入居者に係る連帯保証人の死亡又は辞任の申出等によ

り連帯保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに連帯保証人となる

者を定め、連帯保証人変更（異動）届（様式第５号）に請書を添えて知事に提出しなければなら

ない。 

２ 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に異動を生じたときは、速やかに連帯保証人変

更（異動）届を知事に提出しなければならない。 

（家賃の変更通知） 

第10条 知事は、条例第12条第２項の規定により家賃を変更しようとするときは、特定公共賃貸住

宅家賃変更通知書（様式第６号）により入居者に通知する。 

（家賃の減額期間） 

第11条 知事は、条例第14条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。 

２ 前項の減額期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(１) 条例第14条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額

する場合 家賃を減額する日から同日以後最初の10月１日（以下「基準日」という。）の前日



 

までの期間 

(２) 条例第14条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する

場合 基準日から翌年の９月30日までの期間 

（入居者負担額の決定方法等） 

第12条 条例第15条第２項の規則で定める入居者負担額の決定方法（第２項及び第３項に規定する

方法を除く。）は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らない

ものとする。 

(１) 当初入居者負担額は、次に掲げる入居者の所得の区分（以下単に「所得の区分」という。）

に応じて、知事が定める。 

ア 18万6,000円以下 

イ 18万6,000円を超え21万4,000円以下 

ウ 21万4,000円を超え25万9,000円以下 

エ 25万9,000円を超え35万円以下 

オ 35万円を超え48万7,000円以下 

(２) 当初入居者負担額の適用期間は、管理開始日から同日以後最初の基準日の前日までの期間

及び基準日から１年間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合の適用期間は、基準日

から１年間とする。 

(３) 基準日から１年を経過した日以後の入居者負担額は、当初入居者負担額に基準日からの経

過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額（100円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）とする。 

２ 前条に規定する各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に

係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基

づき前項の規定の例により決定するものとする。ただし、所得が増加し、前項第１号アからエに

掲げる所得の区分が移行した入居者に係る入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前に入

居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日（以下

「所得移行日」という。）から１年間にあっては４分の３を、所得移行日から１年を経過した日

から１年間にあっては２分の１を、所得移行日から２年を経過した日から１年間にあっては４分

の１をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者負担額

とするものとする。 

３ 基準日から１年間を経過した日以降の入居者の所得が、第１項第１号ウの上限を超える場合に



 

ついては、条例第14条第１項に規定する家賃の減額を行わないものとする。ただし、家賃の額が

直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、当該直前の減額期間を経過

した日から１年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額（100円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。 

（家賃減額申請書） 

第13条 条例第16条第１項の規定により家賃の減額を申請しようとする入居者は、毎年６月30日ま

でに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

２ 新たに入居しようとする者にあっては、第３条第１項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書

を家賃減額申請書とみなす。 

（入居者負担額通知書） 

第14条 条例第16条第３項の規定による通知は、毎年９月30日までに特定公共賃貸住宅入居者負担

額通知書（様式第８号）により行うものとする。 

（敷金の還付） 

第15条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとする場合において、長崎県財務規則（昭

和39年長崎県規則第23号）の規定による還付請求書を提出できないときは、敷金還付請求書（様

式第９号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第18条第２項の規定に基づき、未納の

家賃、割増賃料及び損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書（様式第10号）を添

えて、残金を還付するものとする。 

（入居者の異動届） 

第16条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動を生じたとき、又は同居の親族に異動があった

ときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者異動届（様式第11号）を知事に提出しなければならな

い。 

（一時不使用届） 

第17条 条例第23条の規定による届出は、住宅を使用しなくなる日の前日までに特定公共賃貸住宅

一時不使用届（様式第12号）により行うものとする。 

（一部貸付承認申請） 

第18条 条例第24条ただし書の規定により住宅の一部を他の者に貸そうとする入居者は、特定公共

賃貸住宅一部貸付承認申請書（様式第13号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅一部貸付承認書（様式第14号）を当



 

該申請者に交付する。 

（住宅の併用承認申請） 

第19条 条例第25条ただし書の規定により住宅の一部を居住以外の用途に使用しようとする入居者

は、特定公共賃貸住宅併用承認申請書（様式第15号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅併用承認書（様式第16号）を当該申

請者に交付する。 

（住宅の模様替え及び増築承認申請） 

第20条 条例第26条第１項ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築しようとする入居者

は、特定公共賃貸住宅模様替（増築）承認申請書（様式第17号）に設計図及び仕様書各２通を添

えて知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅模様替（増築）承認書（様式第18号）

を当該申請者に交付する。 

３ 前項の場合において、申請者は、工事完了後７日以内に、模様替（増築）しゅん工届（様式第

19号）を知事に提出しなければならない。 

（同居承認申請） 

第21条 条例第27条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承

認申請書（様式第20号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認書（様式第21号）を当該申

請者に交付する。 

（承継入居承認申請） 

第22条 条例第28条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、速やかに特定公共賃貸

住宅承継入居承認申請書（様式第22号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅承継入居承認書（様式第23号）を当

該申請者に交付する。 

３ 前項の承認を得た者は、第７条及び第８条の規定に準じて請書を提出しなければならない。 

（退去届） 

第23条 入居者が住宅を立ち退こうとするときは、特定公共賃貸住宅退去届（様式第24号）を知事

に提出しなければならない。 

（明渡請求書） 

第24条 条例第30条第１項の規定による住宅の明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書（様



 

式第25号）により行うものとする。 

（駐車場の管理） 

第24条の２ 条例第30条の２の規定による駐車場の管理については、長崎県営住宅条例施行規則（平

成９年長崎県規則第30号）第５章の規定の例による。 

（立入検査証） 

第25条 条例第31条第３項に規定する身分を示す証票は、様式第26号による。 

（指定申請） 

第26条 条例第34条第１号に規定する事業計画書は、住宅に係る次に掲げる事項を記載するものと

する。 

(１) 住宅の管理方針に関する事項 

(２) 住宅の管理の内容に関する事項 

(３) 収支計画に関する事項 

(４) 組織及び人員に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 条例第34条第２号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(１) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方針を定めた書類 

(２) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(３) 役員の名簿及び履歴書 

(４) 団体の概要に関する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

附 則 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年規則第56号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年規則第30号の２の２） 

１ この規則は、平成10年４月30日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に最初の入居者の募集を行った住宅の当初入居者負担額については、改

正後の第12条第１項第１号の規定にかかわらず、改正前の第12条第１項第１号に規定する所得の



 

区分によるものとし、当該住宅の基準日から１年を経過した日以後の入居者負担額については、

改正後の第12条第１項第３号中「の経過年数を指数とする1.035」とあるのは「平成９年度の同日

までの経過年数を指数とする1.05のべき乗及び平成９年度の同日からの経過年数を指数とする

1.035」と読み替えて適用する。 

附 則（平成12年規則第57号の13） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年規則第18号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第28号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の長崎県特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、施行日以後に請書を提出する入居決

定者及び承継入居者について適用する。 



 

様式第１号（第３条関係） 



 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

 



 

様式第３号（第６条関係） 

 



 

様式第４号（第７条関係） 



 

 



 

様式第５号（第９条関係） 

 



 

様式第６号（第10条関係） 

 



 

様式第７号（第13条関係） 

 



 

様式第８号（第14条関係） 

 



 

様式第９号（第15条関係） 

 



 

様式第10号（第15条関係） 

 



 

様式第11号（第16条関係） 

 



 

様式第12号（第17条関係） 

 



 

様式第13号（第18条関係） 

 



 

様式第14号（第18条関係） 

 



 

様式第15号（第19条関係） 

 



 

様式第16号（第19条関係） 

 



 

様式第17号（第20条関係） 

 



 

様式第18号（第20条関係） 

 



 

様式第19号（第20条関係） 

 



 

様式第20号（第21条関係） 

 



 

様式第21号（第21条関係） 

 



 

様式第22号（第22条関係） 

 



 

様式第23号（第22条関係） 

 



 

様式第24号（第23条関係） 

 



 

様式第25号（第24条関係） 

 



 

様式第26号（第25条関係） 

 


